
 

【担当課：中央卸売市場南港市場】 

議   題 南港市場基本的方向性の検討 

日   時 平成 26年 12月 18日（木） 14時 00分～16時 00分 

場   所 橋本剛行政書士事務所（長崎県長崎市） 

出 席 者 
（特別参与）：橋本特別参与 

（職員）：経営改善担当部長兼南港市場長 

論   点 ・南港市場の基本的方向性の検討状況について 

主 な 意 見 

・施設整備、集荷力・分荷力の向上、市場内事業者の経営体質の

強化の 3つの取組みが合わさってこそ市場機能の向上が進む。 

 

・整備事業費が増嵩した場合に備えて一般会計繰入金に影響を及

ぼさない対策を準備すること。 

結   論 ・南港市場の基本的方向性の最終とりまとめ案について了承する。 
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